
（様式４）
代　理　人　の　有　無


地縁による団体の名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　１　代理人の有無
　　　　（１）　　　有　　　　代理人有りの場合
　　　　　　　　　　　　　　　代理人　　　氏　名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　（２）　　　無


※　「代理人」は、民法（準用）第55条の代理人及び第57条の特別代理人をいいます。該当のない団体は、「無」の番号に○印をしてください。




参考：民法の準用規定（読替え後）
・第55条　代表者は、規約又は総会の決議により禁止せられざるときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することを得る。
・第56条　代表者の欠けたる場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求書により仮代表者を選任する。
・第57条　認可地縁団体と代表者との利益相反する事項については、代表者は、代表権を有せず。この場合においては、前条の規定により特別代理人を選任することを要する。
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